
岡山県高等学校教育研究協議会
第３回会議 説明資料

開催日：令和７年12月22日（月）
場 所：岡山県庁分庁舎201会議室
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（本日の内容）

１ 第２回本会議を受けて【報告】

２ 通学区域（学区）の現状・課題

３ 通学区域（学区）の在り方【協議】
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１ 第２回本会議を受けて【報告】

（１）全国募集の募集人員

（２）入試を一本化した場合の弊害

（３）入学者選抜日程の早期化

（４）新たな入試制度の導入時期
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（１）全国募集の募集人員
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・私は地域を守りたいという思いが強い。そこで全国募集の定員について、
現状原則10%であるが、今後10年を見据えると、30%に増やしてもよい
のではないかと考える。

・全国的に見て、少子化・高校無償化が進み公立高校離れが予測される中、
10％という枠が必要なのかと思う。特に、定員を割っているような学校
においては、自校の現状を踏まえて、戦略的に、その割合を適切に設定
することができるようにすることが大切。

高教研委員からの発言内容
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○経緯
・前回高教研の「中間まとめ」を踏まえ、平成30年度より、和気

閑谷高校で実施。（募集人員：６名）
・これまで、県内中学生の進学機会を確保する観点などから、一

定の配慮をしながら実施校や募集人員を拡大してきた。

・令和７年度は、12校で実施（募集人員：211名）

○趣旨
・小規模化する学校において、県外から高い目的意識を持った生

徒を受け入れることにより、生徒同士の切磋琢磨による学校の
活性化を一層進める。

全国募集とは
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○実施校
・12校（R7年度入試時点）

※原則として、第１学年の募集定員が160人以下の学校又は校地におい
て、科ごとに実施を可能とする。

○募集人員
・科の第１学年募集定員の10％を超えない範囲において、科ごとに設定。
・ただし、第１学年募集定員が40人未満の科及び過去３年間の欠員数の平

均が、学校全体の募集定員の10％以上となる学校については、科ごとに
第１学年募集定員の20％を超えない範囲で設定できる。

○出願の条件
・志願者、保護者が県外に居住していて、志願する科に高い目的意識を

持っている。

現状

7



【参考】全国募集に関する状況
Ｒ７Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２H31H30

1211999871実施校数

211126104104111103446募集人員

583234421620163志願者数

512728281118110合格者数

0.50%0.26%0.27%0.27%0.10%0.16%0.10%0
全日制合格者数
（総数）に対する
割合

全国募集実施校（12校）
・玉島商業 ・笠岡工業 ・笠岡商業 ・井原 ・高梁城南 ・新見
・勝山 ・真庭 ・林野 ・鴨方 ・和気閑谷 ・矢掛

※四角で囲んだ実施校は、県又は実施校が所在する自治体が寄宿舎等
を設置している
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【まとめ】

〇全国募集の募集人員の拡大については、現在の応募状
況、各実施校における生徒の受入体制を踏まえると、
慎重に考えることが望ましいのではないか。

〇今後、実施校が位置する自治体の意向や、高校教育の
基盤整備等に関する検討結果を踏まえ、改めて検討す
ることが適当である。
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（２）入試を一本化した場合の弊害
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・一本化する上で、特別入学者選抜がそもそもできてきた背景をよく理解
し、一本化した場合にどういった弊害が出てくるのか検討すべき。

高教研委員からの発言内容

【参考】一本化する場合の留意点（他県情報）
○群馬県教育委員会
・一本化しても複数の選抜方式があることなどを、しっかりと説明しな

ければならない。
○大阪府教育委員会
・現行の選抜制度では、特別選抜と一般選抜の 2 回の受験機会があった

が、選抜日程を一本化した場合には、受験機会が 1回に減少すること
から、例えば、 第 1 志望の学校を不合格となっても、第 2 志望の学校
で合否判定を受けられる複数校志願 の導入など、生徒一人ひとりの安
定した受験機会が失われることがないよう、十分注意することが必要
である。
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〇単に選抜日程を一本化しただけでは、選抜方法の多様
化・多元化や、複数の受検機会確保の趣旨が損なわれ
るおそれがある。そのため、異なる選抜資料を用いた
複数の選抜方法や、複数校志願を導入するなど、制度
設計に留意する必要がある。

【まとめ】
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（３）入学者選抜日程の早期化
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・中学校における学びの保障の観点から、入試の早期化を避ける
べきという意見があるが、本当にこれが大事なのかと感じる。
年内に入試を終わらせ、３学期については、中学生最後に入試
にとらわれない学びをできるようにすることが大切。

・最後の最後まで入試に向けてやるという発想ではなく、主体的
な学びが求められる中、入試時期の早期化が本当に悪いのかと
いうことについて、専門委員会で議論していただきたい。

高教研委員からの発言内容
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・平成５年２月22日付け文初高第243号「高等学校の入学者選抜
について」

「高等学校入学者選抜は、あまり早い時期に行われないようにす
るとともに、中学校の教育活動の成果を十分評価することがで
きる資料及び時期により行われることについて特に配慮するこ
と。」

【参考】全国で最も早い入試日程（主な入試を一回で実施）
・神奈川県

→例年2/15～17あたりで実施

文部科学省通知
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〇文部科学省は、高等学校入学者選抜は中学校の教育活動
の成果を十分評価することができる時期に行うこと等の
配慮を求めている。また、中学校の授業時数、高等学校
の実施体制の確保からも、著しい早期化は避けることが
望ましいのではないか。

【まとめ】
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（４）新たな入試制度の導入時期
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・入学者選抜制度については、できるだけ速やかに改善すべき
と考えるが、一方で、十分な周知期間が必要であることから、
次期実施計画の対象期間を考えると、令和11年度を目途とし
たスケジュール感を持って進めていく必要があるのではないか。

高教研委員からの発言内容
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・入試制度変更後の円滑な実施には一定の周知期間（制度の詳
細を検討する期間も含む）が必要

・特別入学者選抜導入時は、概ね２年半の周知期間があった。

・全国の事例を見ると、一本化制度の導入時には、概ね３年間
の周知期間を設けているところが多く見られる。

新たな入試制度の導入時期を検討する上での留意点

【参考】他県情報（広島県）
・令和元年１月 入試日程の一本化を公表
・令和４年２月 一本化実施 ※周知期間 約３年

・平成23年11月 高教研から提言
・平成26年２月 特別入学者選抜実施 ※周知期間 約２年半

○周知期間
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〇中学生をとりまく状況を鑑みると、入学者選抜制度は早期の
改善が望まれる。一方、中学生が十分制度を理解し、主体的
に進路選択を行えるようにするには、概ね３年の周知期間が
必要と考えられる。そのため、次期実施計画の始期である令
和11年度入学者選抜を目途に制度を変更するよう、今年度中
に意見をまとめ、教育委員会に報告することが望ましいので
はないか。

【まとめ】
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２ 通学区域（学区）の現状・課題
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◆岡山県立高等学校の学区制（令和８年度入学者選抜の状況）

＜根拠規定＞
岡山県立中学校、高等学校及び中等教育学校の通学区域に関
する規則

＜出願の原則＞
・高等学校に入学しようとする者は、所属学区内の高等学校に

出願しなければならない
・高等学校第一学年に入学しようとする者のうち特に希望する

ものは、所属学区外の高等学校に出願することができる
（＝学区外出願；募集人員は第１学年募集定員の５～20％）
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・普通科は６学区（以下の高校が学区を持つ普通科）
岡山学区：岡山朝日、岡山操山、岡山芳泉、岡山一宮、

西大寺、玉野
倉敷学区：倉敷青陵、倉敷天城、倉敷南、倉敷古城池、

玉島、総社
美作学区：津山
西備学区：笠岡、井原
備北学区：－
東備学区：瀬戸

・上記以外の普通科、専門学科及び総合学科は全県学区
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【参考】学区外出願に関する制度変更

○目的等
小規模校や周辺校の志願者増加に向けた魅力化・活性化に
資するため、令和６年度入学者選抜から制度を変更

〇内容
学区外からの受入枠５％の拡大
・３学級以下の普通科については、募集定員の５％から

30％までの間、又は全県学区のいずれかを各校で設定
・４学級の普通科（単科校）については、募集定員の５％

から20％までの間で、各校で設定

（１）目的等及びその内容
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〇３学級以下の普通科
・全県学区に変更：高梁、新見、邑久、勝山（※）、林野、

和気閑谷、矢掛
（※勝山は令和８年度から）

・変更なし：井原

〇４学級の普通科（単科校）
・10％に変更：笠岡
・15％に変更：玉野
・20％に変更：瀬戸

→規則上は、学区内に学区を持つ普通科が不存在となった
学区（＝備北学区）がある

（２）対応状況
ア 概要
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イ 学区を持つ普通科の状況
学区を持つ普通科

学区名
令和８年度入学者選抜令和５年度入学者選抜

岡山朝日、岡山操山、岡山芳泉、
岡山一宮、西大寺、玉野(15％)

岡山朝日、岡山操山、岡山芳泉、
岡山一宮、西大寺、玉野

岡山学区

倉敷青陵、倉敷天城、倉敷南、
倉敷古城池、玉島、総社

倉敷青陵、倉敷天城、倉敷南、
倉敷古城池、玉島、総社

倉敷学区

津山津山、勝山（蒜山校地を除く）、
林野

美作学区

笠岡(10％)、井原笠岡、井原、矢掛西備学区

－高梁、新見備北学区

瀬戸(20％)瀬戸、邑久、和気閑谷東備学区

※黒字の学校の学区外からの受入比率は第１学年募集定員の５％、令和５年度入学者選抜の青字の学校は翌年度以降
に全県学区を選択した学校、令和８年度入学者選抜の青字の学校は学区外からの受入比率を変更した学校である
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学校名（学区）割合

瀬戸（東備）20％

玉野（岡山）15％

笠岡（西備）10％
岡山朝日（岡山）、岡山操山（岡山）、岡山芳泉（岡山）、
岡山一宮（岡山）、西大寺（岡山）、倉敷青陵（倉敷）、
倉敷天城（倉敷）、倉敷南（倉敷）、倉敷古城池（倉敷）、
玉島（倉敷）、総社（倉敷）、津山（美作）、井原（西備）

５％

ウ 学区を持つ普通科の学区外からの受入比率
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◆学区図（21学区（小学区）；平成10年度まで）

瀬 戸

高 梁

新 見

落 合

勝 山 津 山

林 野

和 気

備 前

邑 久

西大寺

玉 野

児 島

玉 島
笠 岡

井 原

岡 山

矢 掛
総 社

倉 敷

成 羽

＜学区を持つ普通科＞
・学区外からの受入比率は、一律

第１学年募集定員の５％

＜全県学区の普通科＞
・普通教育に加え、専門教育も施

すことができるものとして設置
（倉敷中央、津山東 等）

・生徒急増期に、特色ある学科、
類型の設定とともに設置
（岡山城東、玉野光南、総社

南）
地図上のドットは普通科設置校、 は全県、○は学区あり● ●
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美 作

備 北
岡 山

倉 敷
西 備

東 備

◆中学区制への変更（６学区；平成11年～）

・小学区制（21学区）から中学
区制（６学区）に変更し、岡
山・倉敷両学区の総合選抜制
度を廃止

・市町村境界との整合を図った
際に、それまで出願できてい
た高校へ出願できるよう、調
整区域を設定

地図上のドットは普通科設置校、 は全県、○は学区あり● ●
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・２市１町６中学校区に設定している
＊岡山市（上道中、興除中、灘崎中、藤田中）
＊赤磐市（吉井中）
＊早島町（早島中）

＜調整区域＞

＜学区境界と市の行政区界との不整合＞
・平成の市町村合併により、学区境界と市の行政区界が整合

しない状況が生じた市が３市ある
＊浅口市：金光町は倉敷学区、鴨方町と寄島町は西備学区
＊岡山市：旧赤磐郡瀬戸町は東備学区で、他は岡山学区
＊真庭市：旧上房郡北房町は備北学区で、他は美作学区
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◆調整区域
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◆調整区域の状況
学区内出願できる学校数（R8）調整区域

からの出願
学区学校名

調整区域内に居住調整区域外に居住

７校６校＋瀬戸高校岡山学区岡山市立上道中学校

10校６校＋倉敷青陵
高校他３校

岡山学区岡山市立興除中学校

10校＋倉敷青陵
高校他３校

岡山学区岡山市立灘崎中学校

10校６校＋倉敷青陵
高校他３校

岡山学区岡山市立藤田中学校

５校１校＋岡山朝日
高校他３校

東備学区赤磐市立吉井中学校

10校６校＋岡山朝日
高校他３校

倉敷学区早島町立早島中学校
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◆学区境界と市の行政区界とが不一致
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◆学区に関する考え方①（小学区制から中学区制へ）
（１）岡山県高等学校教育研究協議会 答申（平成２年３月）

〇普通科においては、今後の生徒減少期における教育水準の維
持向上と適正規模の確保、生徒の能力・適性や多様な進路希
望者等に対応するため、（中略）中学区等への移行を図り、
生徒の学校選択の自由を拡大するよう改善していくこと。

（２）岡山県立高等学校の入学者選抜制度の改善について 最終
報告（平成８年２月）【平成11年に中学区制へ移行】

〇（前略）学区を持つ普通科については、（中略）学区規模を
拡大し、１学区に複数の普通科を配置し、生徒が自ら学校を
選択できるようにしていく必要がある。

〇学区を持つ普通科の新しい学区については、（中略）全県を
６学区に区分するのが適当である。
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（１）岡山県高等学校教育研究協議会 最終提言（平成23年11月）
〇更なる学区の拡大は、都市部の高等学校に生徒の志願が集ま

り、周辺部の高等学校の活力低下につながることも考えられ
るため、慎重にすべきである。

◆学区に関する考え方②（中学区制以降）

（２）岡山県高等学校教育研究協議会 提言（平成29年11月）
〇（前略）更なる学区の拡大は、都市部の高校に生徒の志願が集ま

り、周辺部の高校の活力低下につながることが考えられるため、
今後、当面は、現行の学区を維持することが適当である。一方で、
更なる生徒減少により、人口基盤が弱体化する学区が出てくるこ
とが想定されるため、（中略）平成30年代に学区制等の改善に向
けた検討を行う必要がある。その際、学区外からの受入枠の調整
を、学区変更の前に行うような検討も、一つの選択肢として考え
られる。（後略）
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（３）岡山県立高等学校教育体制整備実施計画（平成31年２月）

○今後の方策
・当面は現行の学区を維持し、各学校の魅力化・活性化に取

り組む。
・今後の更なる生徒数の減少により、人口基盤が弱体化する

学区が出てくることが想定されることから、令和４年度に
学区制の改善に向けた検討を行う。

・調整区域や学区外からの受入枠の在り方については、当面
は現状を維持し、令和４年度に学区制と併せて検討する。
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（４）学区制に関する検討（令和４年）を踏まえた制度変更

○目的等
小規模校や周辺校の志願者増加に向けた魅力化・活性化に
資するため、令和６年度入学者選抜から制度を変更

〇内容
学区外からの受入枠５％の拡大
・３学級以下の普通科については、募集定員の５％から

30％までの間、又は全県学区のいずれかを各校で設定
・４学級の普通科（単科校）については、募集定員の５％

から20％までの間で、各校で設定
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（５）令和６年度以降の制度変更後に学区外（旧学区外を含む）からの
志願者数が増加した学校

令和７年度
入学者選抜
志願者等数

令和６年度
入学者選抜
志願者等数

令和５年度
入学者選抜
志願者等数

制度変更の
内容

学区学校名

33
（岡山市）

33
（岡山市）

15
（岡山市）

比率変更
(５→20％)

東備学区瀬戸

23
（倉敷市等）

22
（倉敷市等）

14
（倉敷市等）

比率変更
(５→15％)

岡山学区玉野

20
（岡山市）

19
（岡山市）

12
（岡山市）

全県学区東備学区邑久

11
（岡山市）

11
（岡山市）

４
（岡山市等）

全県学区東備学区和気閑谷

12
（真庭市等）

11
（総社市等）

６
（岡山市等）

全県学区備北学区高梁

※志願者等数は、特別入学者選抜合格内定者数に一般入学者選抜志願者数を加えた数である
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(R7)16,654人→(R20)11,980人（△4,674）

岡山県教育庁高校教育課高校魅力化推進室調べ

◆更なる生徒減少による人口基盤の弱体化
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岡山県教育庁高校教育課高校魅力化推進室調べ

＜学区別中学校卒業（見込）者数推移＞

計国立私立東備備北西備美作倉敷岡山
16,6549571,0654261,0101,7735,2016,222令和７年３月
16,7469481,1473859461,7565,2466,318令和８年３月
16,4809371,1103659091,6995,2496,211令和９年３月
16,2259171,1234109321,7614,9716,111令和10年３月
15,9259301,0533648301,6245,0676,057令和11年３月
15,8689241,0553468281,7015,0086,006令和12年３月
15,3969211,0583467611,6064,7925,912令和13年３月
14,9659201,0643347621,5244,8075,554令和14年３月
14,6959189902787681,4904,6985,553令和15年３月
13,9469149102906901,4194,4305,293令和16年３月
13,2989088832166881,3124,2605,031令和17年３月
12,9929058602236951,3134,2374,759令和18年３月
12,8889058352206331,2914,2324,772令和19年３月
11,9808977421956131,1123,8744,547令和20年３月
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◆普通科の募集定員（想定）

岡
山

倉
敷

美
作

西
備

備
北

東
備

400
320

1540

360
320

1320

360
200
360

320
160
240

160

120

240
160
240

400
320

360
320

200
120

200
120

160

200

400
280

360
280

160

160

80

160

400
240

320
200

120

120

320
160

320
200

240
160

280
200

200

240

400
320

400
240

200
120

80

80
120

80
80

160
120

200
160

65
120

80
80

40

160
160

120

60
40

80

60

上段：Ｈ１１
中段：Ｒ７
下段：Ｒ２０（想定）
※R20は、学区を持つ普通科と全県学区の普通科の
募集定員の合計

全県学区
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現在、岡山県内の公立高等学校における学区制度に
ついては、地域間の進学機会の公平性、学校選択の自
由、人口減少に伴う地域間バランスの維持など様々な
課題がある。

教育の多様化・個別最適化が求められる現代におい
ては、制度の柔軟な見直しが必要であることを踏まえ、
公立高等学校における学区制度の見直しを行うこと。

◆学区制の見直しに関する要望（岡山県市長会）

（令和７年９月２日付け 岡山県市長会「令和８年度岡山県予算編成
及び制度改善等に関する提言」から抜粋）
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◆全国の全日制課程の普通科（本校）の学区（令和６年）

（文部科学省調査から作成）

学区あり学区なし
（全県学区） ８学区以上５～７学区２～４学区

５６８２８都道府県数

＊濃い緑色･･･学区がある
＊薄い緑色･･･学区を廃止

【参考】他県における学区の撤廃状況

都府県名累計実施年度

東京 和歌山2Ｈ15

埼玉 福井4Ｈ16

青森 秋田 石川7Ｈ17

茨城 滋賀 広島10Ｈ18

群馬 新潟 山梨 鳥取14Ｈ19

静岡 大分 宮崎17Ｈ20

宮城18Ｈ21

高知19Ｈ24

大阪20Ｈ26

栃木21Ｈ27

山口22Ｈ28

岐阜23Ｈ30

長野24Ｒ２

奈良 島根26Ｒ３

佐賀27Ｒ５

富山28Ｒ６
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３ 通学区域（学区）の在り方【協議】
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◆学区を拡大・維持する場合のメリット

【現行の学区を拡大する場合のメリット】
・中学生の主体的な進路選択が充実する

【現行の学区を維持する場合のメリット】
・特定の地域・学校への志願の集中を防ぐ
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《テーマ》
今後の生徒減少を踏まえた学区制の在り方

【論点】
（１）方向性

〇全県学区
〇３学区体制（備前（岡山＋東備）、備中（倉敷＋西備＋

備北）、美作（現状と同じ））
〇岡山学区と倉敷学区を残し、他は全県学区
〇学区外からの受入比率の更なる拡大
〇現行の６学区体制を維持
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【論点】
（２）留意点

〇公平な受検機会の確保
〇調整区域や同一市内における学区の異なり（岡山市、浅口

市、真庭市）への対応
〇学区内の学校・学科等の適正な配置
〇中心部から周辺部への流動性確保
〇生徒のニーズの多様化への対応（小規模校で学びたい生徒の

存在）
〇小規模校への配慮や支援の方策（地元自治体との協働、

遠隔授業等による学校間での連携、生徒の通学費補助 等）
〇地元自治体の意向把握（地方創生の観点から）
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・全県学区の場合 → 全ての調整区域を解消することができる
・それ以外の場合 → 岡山学区と東備学区と倉敷学区の３学区が

同一の学区にならない限り、全ての調整区
域を解消することができない

＜調整区域の解消＞

＜学区境界と市の行政区界との整合＞
・全県学区の場合 → 不整合を解消することができる
・それ以外の場合 → 岡山学区と東備学区、倉敷学区と西備学区、

備北学区と美作学区が同一の学区になれば
解消することができる
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